
１　施策の位置付け

２　施策の取組状況

施策指標

・本市では，認定農業者がメリットを感じられる市独自の補助事業を用意するなど認定農業者の確保に積極的な取り組んだこと等により，平
成２４年度においては９０％以上の達成度の成果が得られたものの，前年度比で増加数は５経営体であり，今後の目標の２０経営体／年度
の増加数には及ばない。また，総農家に占める販売農家数の割合が中核市４１市中第５位に位置するなど，販売目的で農業を行っている
農家数は多いものの，規模については5ha以上の経営規模の農家数は352戸であり１割に満たない状況にある。
・全国的な農業の課題と同様，本市でも農業者の高齢化対策や新規就農者の確保策が喫緊の課題となっており，また，ＴＰＰへの交渉参加
が表明されるなど農業を取り巻く環境は益々厳しい状況になることが見込まれており，予断を許さない状況にある。
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施策目標 地域の実情に合った多様な担い手が，確保・育成されています。
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的に農林業の付加価値が高まっています。
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※『①施策指標』の単年度の達成度の計算について
　
  ★ 逓増型の指標（目標値が基準値より増加することが望ましいもの）　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　×　１００　（％）

　
　★ 逓減型の指標（目標値が基準値より減少することが望ましいもの）　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ×　１００　（％）

  実績値
単年度目標値

単年度目標値
　実績値



３　施策を構成する事業の状況

４　今後の施策の取組方針

事業が属する総合計画の構成事業名
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№

1

・農業者の経営力の向上支援

2

事業名

・新規就農者の確保・育成

H5
持続的な農業の実現に向けて，地域の中核となる認定農業者の確保は重要
であることから，認定農業者となるメリット等をＰＲして確保に努めるとともに，
経営診断に基づく経営支援を通して，質の向上も図っていく。

H17

・農業者の経営力の向上支援

担い手育成総合支援事業補助金

農業経営基盤強化資金利子補給金

戦略Ｐ・
主要事業

担い手育成支援事業

事業内容

対象者・物（誰・何に） 取組（何を）

・農業者等に宇都宮市単独農業近
代化資金等を貸し付ける金融機関

・当該資金の利子補給単独農業近代化資金等利子補給金

・被災者を雇用する場合の賃金の
助成
・農地を賃貸する場合の賃貸料の
助成

・公益財団宇都宮市農業公社新規就農者生活資金貸付事業補助金 ○

被災者就農促進事業

・公社が実施する貸付事業の原資
を助成する。

・被災者を雇用した市内の農業生産
法人等
・被災農業者

・新規就農者
・（市内で）就農を考える者

・関係機関との連携
・経験豊かな農林業士などとの交流
機会の提供
・体験実習機会の提供

9 人・農地プラン関連事業 ○

○6 新規就農者支援事業

7

4 農業近代化資金等利子補給金

5

持続可能な農業の実現に向けて新規就農者の確保育成は重要であることから，関係
機関で構成する新規就農支援ネットワークにより，一体的な施策の推進や情報の共
有化を図ることで就農しやすい環境を整えるとともに，研修会の実施など就農段階に
応じた支援策を引き続き実施することで，農業への定着を促進する。

・新規就農者の確保・育成

・新規就農者の確保・育成
・担い手への農地利用集積の強化

・公益財団法人宇都宮市農業公社

・公社が実施する地域の新規就農
者の確保育成や担い手の経営支援
に関する事業に対する助成
・人件費助成

・地域の中心となる経営体（青年新
規就農者を含む）
・土地利用型農業から引退する意向
のある農業者

・人・農地プランの作成
・青年就農給付金の給付
・農地集積協力金の給付

H12

・担い手への農地利用集積の強化
・新規就農者の確保・育成
・農業者の経営力の向上支援

H24

◆農業従事者の高齢化や農業後継者の減少などにより，依然として担い手不足は深刻な状況にある。特に土地利用型農業
については，農外からの新規就農者はほとんどみられないため，より深刻な状況である。

◆農業担い手への農地の集積は数字上は進んでいるものの，効率的な農業経営に必要な農地の団地化，連たん化までは進
んでいない状況にある。

〈施策全般〉
◆本市農業の持続的な発展のためには，地域農業の担い手の確保・育成を図ることは必要不可欠であるため，これまでの施策を継続す
るとともに，現在，国の支援策の対象外となっている農家の後継者に対する支援等，新たな支援策を検討する。

今後の方向性

課題

〈主要事業〉
◆新規就農者支援事業：長期的に農業経営を継続できる新規就農者の確保・育成は非常に重要であることから，これまでの新規就農支
援事業を継続するとともに，現在，支援策の少ない農家の後継者に対する支援等，新たな支援策の検討を行う。
◆新規就農者生活資金貸付事業補助金：新規就農者の就農直後の生活の安定に資する事業であり，本市独自の支援策として本市での
就農希望者に対して訴求力があることから，より一層の周知を行いながら，事業を継続する。
◆人・農地プラン関連事業：国費充当率１００％の国庫補助事業であり，新規就農者への経済面での支援や，担い手への農地集積の促進
が期待できることから，給付要件を満たす対象者に給付漏れがないよう事業の周知等を努めながら，本市独自の支援策とともに事業を継
続することにより新規就農の促進に努めていく。

〈その他個別事業〉
◆農地の集積に際して，将来の地域のあり方等を見据えて団地化・連たん化が進められるよう，市・農業公社・農業委員会，ＪＡ等関係機
関で連携しながら，新たな支援策を検討する。

方向性

農業公社運営費補助金

H23
新規就農者の就農直後の生活安定を目的とした本市独自の事業であり，24年度国が
始めた青年就農給付金事業との併用が可能であることから，本市での就農の魅力付
けとして市内外の就農希望者に対し強いアピールとなることから事業を継続する。

・新規就農者の確保・育成

H8

地域の未来の設計図となる人・農地プランの見直しを適宜進めるとともに，持続的な
農業の実現を図るためには，国の制度である新規就農者を支援するための青年就農
給付金や，農地の流動化を促進する農地利用集積金を活用することは非常に重要で
あることから，引き続き事業を継続する。

H24

農業従事者の高齢化，減少が進む中，意欲のある担い手に対してより一層，農地集積を進める
とともに，企業や農外参入者など多様な担い手の確保に向けて思い切った事業を迅速に展開し
ていくためには，農業公社の役割が非常に重要となってくることから，引き続き，公社に対し支
援を行う。

利用実績はないものの，本市での就農を希望する被災者の就農等に対して常に支援
できる体制を整えておくことが必要であることから事業を継続する。併せて，当事業が
被災者等に広く活用されるよう関係機関や市内の生産法人等に対して周知徹底を図
る。

S44

施 策 目 標 を 達 成 す る た め の 取 組 方 針開始年度

利用実績は少ないものの，災害時に要する資金や，農業近代化資金等の融資の対象とならな
い新規の取組みや女性組織が自ら行う取組みに対して，市とＪＡとの協議により適用される資
金であり，その利子補給は，市の判断により農業者の資本装備の高度化及び経営の安定化に
資するものであることから，よりよい運用の手法を検討しながら，今後も事業の継続をしていく。

毎年，数件の新規借入がある等，農業経営の改善を計画的に進めようとする
農業者に確実に活用されていることから今後も事業の継続をしていく。

毎年，数件の新規借入がある等，農業機械等の高度化を図る農業者に活用
されていることから，今後も事業の継続をしていく。

関係機関が連携してそれぞれの専門的なノウハウ等を活用して一体的に支援を行うことが担い
手を確保・育成するにあたり有効であることから，関係機関により構成される農業再生協議会の
担い手支援活動に対し，引き続き助成を行うとともに，より効果的な研修会・講演会の実施等に
ついて検討，改善を働きかけていく。

・農業者の経営力の向上支援 ・宇都宮市農業再生協議会
・農業再生協議会が実施する地域
の担い手の確保・育成支援事業に
対する助成

・農業経営基盤の強化を図るために
経営改善を図ろうとする農業者等

・農業者が作成する農業経営の改
善計画の認定

・農業者の経営力の向上支援

・農業者等に農業近代化資金等を
貸し付ける金融機関

H7

S41

・本市区域内において，融資対象事
業を行っている認定農業者

・当該資金の利子補給

・当該資金の利子補給

・農業者の経営力の向上支援


